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教育施策に関して寄せられた意見等（要旨） 

 

意見等提出期間：令和５年１１月２０日～１２月２８日 

番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１ 目黒の教育
１５０周年
記念展 

子どもが昔の教室の再現や、旧校
舎の航空写真、空襲の地図などに特
に関心を寄せていたので、学校の授
業でも取り上げてもらうとよいと
思った。説明動画で企画展の紹介を
してくれると、めぐろ歴史資料館に
行ったことがない人にも興味を持
ってもらえると感じた。 

今後もめぐろ歴史資料館を存続
させてほしい。 

また、八雲小だけでなく、周年を
迎える学校、統合する学校や統合し
てしまった学校の歴史を振り返る
ような企画展の開催も検討してほ
しい。 

＜計３件＞ 

「目黒の教育１５０周年記念展」
は、目黒に小学校が設置されてから
今日までどのように歩んできたの
か、その足跡に注目して実施し、多
くの方に来館していただきました。  
  昔の教室の再現については、その
後に実施した「昔のくらしと道具
展」においても展示し、小学校第３
学年の郷土学習に合わせて、学校団
体見学にも活用されています。 

今後も皆さまに楽しんでいただ
けるよう、デジタル技術の活用や出
張展示等を含めた様々な情報発信
を行い、魅力ある展示の実施に努め
ます。 

生涯学習課 

 

２ 統合新校の
校名の選定
結果・開校に
向けた取組 

統合新校の校名について、最初か
ら統一感を出すために決めていた
と感じられるような校名に決まっ
たことが残念に感じた。 

標準服などの今後の取組におい
て子どもや保護者の意見を配慮す
る際は、子どもの意見にも耳を傾
け、見せかけの参加にならないよう
にしてほしい。 

学校統合に向けた機運がまだ上
がっていないと思う。生徒や保護
者、地域をうまく巻き込みながら、
みんなが前向きになれるような取
組を行ってほしい。 

＜計２件＞ 

新校開校に向けて児童・生徒が主
体的に参加・参画できる取組を進め
ています。 

例えば校歌の制作においては、生
徒の意見を踏まえた作品となるよ
う生徒参加のワークショップを通
じた作詞・作曲を行っています。 

また、校章の制作においては専門
家によるデザイン教室を通じて生
徒自身が図案を制作しており、今後
児童・生徒投票で決定します。 

標準服においてもジャケット・ボ
トムスなどの組合せを両校の生徒
による検討委員会で検討しており、
校章と同様に児童・生徒投票で決定
します。 

また、ジャケットのエンブレムや
ボタンのデザインは生徒の校章図
案をもとに制作する予定です。 

生徒だけではなく保護者や地域
が新校開校を前向きに捉えていた
だけるよう、このような取組を継
続、強化していくとともに、効果的
な情報発信に努めていきます。 

学校統合推
進課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

３ 統合新校の
校名の選定
結果・開校に
向けた取組 

統合新校の校則を決める話し合
いの際には、他自治体の事例にある
ように目黒区でもスクールロイヤ
ーをファシリテーターとして活用
し、人権に配慮した校則の策定をし
てほしい。 

 

生徒が遵守すべき学習上、生活上
の規律として定められる校則は、生
徒が健全な学校生活を送り、より良
く成長・発達していくために設けら
れるものであり、社会通念上合理的
と認められる範囲において、教育目
標の実現という観点から校長が定
めるものです。 

教育的意義に照らした際、校則に
よって不要に行動が制限されるこ
とがないよう、統合新校の校則を決
める話し合いには、取組の実績があ
る団体の協力を得ながら進めてい
るところです。 

引き続き、各校において生徒や保
護者等の意見を取り上げながら、生
徒が自分たちのきまりと意識する
ことができ、人権に配慮した校則が
策定できるよう支援していきます。 
また、現在、統合新校の校則の検

討にあたっては、全国で校則見直し
の実績のあるＮＰＯ法人と連携し、
生徒指導提要に基づく生徒参加に
よる取組を進めています。 

人権に配慮した校則となるよう
ＮＰＯ法人と連携している弁護士
の活用やスクールロイヤーから助
言・指導を受けること等についても
検討していきます。 

学校統合推
進課 

教育指導課 

教育政策課 

 

４ 統合新校の
校名の選定
結果・開校に
向けた取組 

通常であれば、入学予定の学校に
面談を希望し、校長や副校長に校則
や不登校への配慮などについて質
問・相談をすることができるが、統
合新校においても、来年度の新６年
生向けに、様々な相談ができる窓口
を開設してほしい。 

 

統合新校に入学予定の児童・生徒
の保護者からのご相談については、
まずは現在の通学区域にある統合
対象校の中学校にご連絡ください。 
ご相談内容に応じて両校間や教

育委員会事務局で連携を取りなが
ら入学に向けて必要な対応を検討
していきます。 

学校統合推
進課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

５ ＧＩＧＡス
クール構想
に基づく教
育の推進 

ＡＩドリルの導入を機に、e ライ
ブラリからドリルパークへ見直し
が図られたことに感謝したい。他区
の優れた取組を参考にしながら今
後もより良い環境を整えてほしい。 
一方、仮想空間やオンラインを活
用した学習はツールとして効果的
ではあると思うが、継続する難しさ
も指摘されている。単に学習機会を
与えるだけではなく、人と人とのコ
ミュニケーションを介在させ、本当
の意味での学習保障につなげてほ
しい。 

また、有効なツールであり続ける
よう定期的な研修やフォローアッ
プができる仕組みをつくってもら
いたい。 

＜計４件＞ 

 各学校では、児童・生徒同士、児
童・生徒と教員が触れ合い、関わり
合う中で対話や協働、学び合いや教
え合い等を通じて、児童・生徒の学
びの質の向上を図っています。 

今後も、これまでの実践とＩＣＴと
を最適に組み合わせて学習効果の
最大化を図ることができるよう、支
援していきます。 

 なお、本区では、各学校に区のＩ
ＣＴ支援員や保守業者によるＧＩ
ＧＡ支援員を配置し、各種ツール・
ソフト等の活用に係る支援や授業
支援、教員研修支援を行っていま
す。 

教育指導課 

学校 ICT課 

６ ＧＩＧＡス
クール構想
に基づく教
育の推進 

１人１台端末を活用した学習に
ついて各校の利用状況や児童・生徒
の活用例なども知りたい。 

また、1 人１台端末の導入により
教員と子どもたちのコミュニケー
ションに変化があったか、学習面や
教員側のメリット、課題について示
してもらえるとありがたい。 

＜計２件＞ 

 「協働学習支援ツール」は、児童・
生徒が自分の学習用情報端末から
自分の考えや作品を教員に提出で
きる機能があるため、この機能を活
用して教員は瞬時に児童・生徒の取
組状況を把握し、適切な支援に繋げ
ています。 

また、児童・生徒同士が互いの提
出物を一斉に見合うこともできる
ため、これまで一人ひとりの発表に
かかっていた時間を短縮し、考える
時間や話し合う時間を十分確保す
ることができるようになりました。 
今後は、学力調査等のＣＢＴ（コ

ンピュータ実施方式）化が図られる
中で教育データの利活用を一層推
進する必要があると捉えており、令
和６年度は教育委員会事務局に委
員会を設置して検討していきます。 

教育指導課 

学校ＩＣＴ課 

７ 区立幼稚園・
こども園の
子育て支援
事業 

乳児を抱える保護者は孤立しが
ちなため、地域で気軽に集い、相談
できる場があることはとてもあり
がたい。また、親子で参加すること
で、親同士の繋がりや子ども同士の
触れ合いなど、様々な効果が期待で
きる。この機会を活かし、例えば、
一緒に参加するだけでなく、幼稚
園・こども園で一時的に預かるよう
な仕組みも検討してもらいたい。 

＜計２件＞ 

 幼稚園・こども園で一時的に預か
る仕組みについては、実施場所や職
員配置等の課題がありますが、乳児
を抱える保護者が孤立することが
ないよう、充実した子育て支援事業
の実施に努めていきます。 

学校運営課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

８ 区立幼稚園・
こども園の
子育て支援
事業 

各家庭が多様な選択肢からニー
ズに合った子育てができるように、
妊娠中の例えば出産準備教室等の
際に乳幼児教育及び保育園・幼稚園
の教育について情報提供してもら
いたい。国が進める「こども誰でも
通園制度」も踏まえ、地域における
子育て支援のあり方を探ってほし
い。 

＜計２件＞ 

 めぐろ子育てホッとブック、区ウ
ェブサイトやチラシ等により周知
を図っているところですが、今後も
機会を捉えて情報提供に努め、子育
て支援事業の周知を図っていきま
す。 

 3歳未満を対象とする「こども誰
でも通園制度」を踏まえつつ、3歳未
満のクラス編成を持たない幼稚園・
こども園における子育て支援事業
の課題整理・対応等について調査・
研究していきます。 

学校運営課 

９ 教職員の働
き方改革の
推進 

教育の質の向上には、一番に働き
方改革を進めてもらうことが大切
と考えている。また、教育の質の向
上につながるような、教職員が子ど
もと向き合うための時間を作り出
すための施策や教育の中身を充実
させるための施策に力を入れても
らいたい。 

この取組は教職員が楽をするた
めに行うものではないということ
を、保護者たちが認識し、応援する
ことが重要である。保護者や地域が
抵抗勢力とならないよう自ら意識
を変えていくことが必要であるこ
とをＰＴＡを通じ発信していきた
い。 

＜計５件＞ 

 保護者や地域の皆様に働き方改
革の意義や目的、具体的な取組につ
いて、広くご理解・ご協力いただけ
るよう、今後もポスターをはじめ、
様々な情報発信方法により、周知に
努めるとともに、働き方改革実行プ
ログラムの目的である、教職員が子
どもとたちと向き合う時間を創出
するための施策を着実に進め、引き
続き、学校・園における働き方改革
を積極的に進めていきます。 

教育政策課 

１０ 教職員の働
き方改革の
推進 

業務改善モデル校の取組は、もっ
と思い切ったことをやっても良い
と感じる。例えば小学校においては
担任の持ち方を抜本的に見直す、中
学校においては部活動のあり方を
見直すことなど、目に見える効果を
あげることも重要である。 

業務改善モデル校（田道小学校、
緑ヶ丘小学校、第十中学校、目黒中
央中学校）の取組の中で、特に効果
的な取組であった留守番電話設定
時刻の繰り上げについては、令和６
年４月１日から小・中学校全校及び
こども園で実施していきます。 

また、小学校の担任については、
教員の教科指導における専門性を
生かした教科担任制や交換授業等
の推進に努めています。さらに、令
和６年度は小学校の業務改善モデ
ル校２校において、第１学年から第
３学年を対象に授業の質の向上、教
員の負担軽減等を図るため、副担任
相当の業務を担う会計年度任用職
員を試行的に配置します。 

中学校における部活動の在り方
については、令和６年度、中学校１
校で部活動の支援を試行的に実施
し、その内容を踏まえ、本区の実態
に合った部活動支援の見直しを図
っていきます。 

教育政策課 

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１１ 教職員の働
き方改革の
推進 

教職員のなり手不足が深刻なた
め、夏期休業期間中の在宅勤務に加
え、目黒区だけでは難しいかもしれ
ないが、１か月の間、休暇を無条件
で取得できるなど先駆的な取組を
目黒区で実施してほしい。 

また、幼い頃から教える喜びを体
験させることで教職員へのキャリ
ア形成と興味を持つ人材が増える
と思う。例えば、小学生は幼稚園・
保育園児に、中学生は小学生に先生
となって授業を行う企画を設けて
はどうか。 

 長期休業期間中における在宅勤
務型テレワークは、業務改善モデル
校（田道小学校、緑ヶ丘小学校、第
十中学校、目黒中央中学校）で試行
的に行っているところですが、休暇
取得については、東京都の規定に基
づくため、目黒区独自で実施するこ
とはできません。 

また、キャリア形成に係る取組と
して本区では、社会の一員としての
自覚を促すとともに、望ましい社会
性や勤労観・職業観を育成するた
め、中学校（第２学年）において職
場体験を実施しており、実際に小学
校を選択して職場体験を行う生徒
もおります。小学校については園と
の交流活動の中で、小学生が園児に
活動内容等を教えるなど、工夫して
実施しています。 

なお、令和５年度からは、教員を
志望する大学生等を対象に、学習指
導（学級運営）支援や配慮を要する
児童・生徒への支援を行う学生ボラ
ンティア活用の仕組みを構築し、 

１１月から本事業を開始していま
す。 

教育指導課 

１２ 教職員の働
き方改革の
推進 

コロナ後の活動再開の機を捉え、
存続すべきことと廃止すべきこと
を見極めることは重要であるが、そ
の際、保護者の納得感が得られてい
るかどうかにも留意してもらいた
い。例えば運動会を発表会のまま戻
さないなど、教職員の負担軽減も重
要だが、保護者からの納得感を得ら
れない形で効率化を進めようとす
ると不信感が募り、結果的に学校運
営が非効率になりかねないと思う。 

学校行事等の精選や見直しを図
る際には、教育的意義を踏まえ、そ
の必要性を十分に検討した上で児
童・生徒の資質・能力の育成に真に
必要な活動を積極的に実施してい
ます。この行事等の在り方につい
て、教育委員会では、各学校が保護
者会をはじめとする様々な機会を
捉えて保護者に説明し、ご理解をい
ただくよう、指導・助言しています。 
 なお、学校と保護者や地域の方々
が共に知恵を出し合い、共に協働し
ながら子どもたちの豊かな成長を
支えることができるよう、現在、学
校運営協議会等の設置に向けた検
討を進めています。 

教育指導課 

１３ 特別支援教
育の推進 

障害がある子どもとその家族の
負担軽減を図るため、小学校に放課
後等デイサービスの先生が来てく
れるよう支援強化や連携を願う。 

放課後等デイサービスの支援強
化や連携についてのご意見は、所管
課である障害者支援課にお伝えい
たします。 

教育支援課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１４ 特別支援教
育の推進 

就学前のことだけで、就学後の内
容が全く触れられていない。 

目黒区教育委員会のスタンスと
して、特別支援が必要な児童は都立
へ振り分けたいような印象と、区立
小学校へ入学した子どもの特別支
援教育に尽力するつもりがないよ
うに感じ、まるで対象児が排除され
ているように思えることが非常に
残念である。 

教育委員会では、子ども一人ひと
りの教育的ニーズに応じた最もふ
さわしい学びの場について、保護者
とともに考え相談する、就学相談を
実施しています。 

また、小学校就学後は、子どもの
発達状況に応じて、学びの場につい
て相談する継続相談をはじめ、特別
支援教育支援員の配置など、適切な
支援に努めています。 

引き続き、就学前だけでなく就学
後についても、卒業後までを見通し
た支援の取組を進めていきます。 

教育支援課 

 

１５ 特別支援教
育の推進 

特別支援教育については、自身の
子どもを特別支援学校又は学級に
通わせたい保護者もいれば普通学
級を望む保護者もいる。目黒区は特
別支援教育に力を入れ、成果を上げ
ている印象であり、世田谷区は統合
教育に力を入れ、多様な子どもたち
が一緒に学べる環境を提供してい
る。保護者のニーズはその子どもの
発達段階や特性により、さまざま
で、それぞれの家庭が希望する近隣
自治体内の学級を選べるよう、自治
体の枠を超えた特別支援教育制度
を望む。 

また、都と連携して、特別支援学
校のスクールバスを利用できるよ
うになると通学の不便も解消され
ると思う。 

 区が設置している特別支援学級
については、区内の子どもたちの特
別支援学級への入級動向や教育委
員会の方針を踏まえ、適切な数の特
別支援学級を設置し、運営しており
ます。他区市町村も同様に、当該自
治体の子どもたちのために、必要な
特別支援学級を設置し、その教育に
責任を負っております。このような
事情から、自治体の枠を超えた特別
支援教育制度につきましては、検討
する予定はありません。 

 区では、引き続き、特別な配慮が
必要な子ども一人ひとりの教育的
ニーズに応じた支援を、行っていき
ます。 

教育支援課 

１６ 特別支援教
育の推進 

就学相談を受ける保護者の不安
は大きい。就学相談の説明の仕方等
について、就学後の自分の子どもに
とって何が望ましいのかというこ
とをより具体的なイメージが湧く
よう工夫してほしい。 

また、幼保小の連携はとても重要
で、是非、これからも機関間の連携
を進めてもらいたい。 

 就学相談では、保護者との面接や
区ウェブサイトでの啓発などにお
いて、丁寧な説明を心掛けていま
す。今後は、ご指摘にありますよう
に、就学後のお子さまの姿がより具
体的にイメージできるよう説明を
工夫していきます。 

 

 

教育支援課 

  



7 

 

番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１７ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

いじめの加害児童が知的障害、発
達障害などにより、酌量の余地があ
る場合でも、一方的に加害者とさ
れ、傷付き、苦しんでいるケースも
ある。保護者同士のトラブルに子ど
もが巻き込まれないために何がで
きるのか、いじめ問題は何がゴール
なのかを考え、学校と家庭、両者の
認識を合わせていく必要があると
感じる。 

＜計２件＞ 

 子どもは、一人ひとりがかけがえ

のない存在であり、１人の人間とし

て尊重され、自らの意思でいきいき

と成長していくことが大切にされ

なければなりません。学校における

いじめ問題の対応についても、まず

は、いじめられた児童・生徒に寄り

添いつつ、いじめた児童・生徒にも

丁寧に話を聞き、お互いの納得を大

切にし、双方において健全な成長に

つながるように取り組んでいます。 

 また、こうした学校の取組につい

て、ご家庭のご理解を得られるよう

努めていきます。 

教育指導課 

１８ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

いじめの根本原因は自己肯定感
の低さにあり、自己肯定感が高けれ
ば周りの人を肯定的に捉え、他人を
傷つけないと言われている。 

目黒区立中学校は都内の他の公
立中学校と比較し、通知表の内申点
が実力よりも低く評価されている
と感じる。 

目黒区の成績の基準に絶対評価
を取り入れる等、少なくとも他の区
と同じ基準で評価するよう是正を
望む。正しく評価されることで、自
己肯定感も高まり、いじめも減って
いくと思う。 

 いじめの未然防止の具体的な取
組の１つとして、自己肯定感や自尊
感情を高める指導は必要なことで
あると認識しています。異年齢交流
活動など、児童・生徒一人ひとりが
活躍できる場や機会を意図的に設
定したり、主体的な学び合いを進め
るなどの工夫を各学校では行って
います。 

学習評価は、学校における教育活
動に関し、子どもたちの学習状況を
評価するものであり、「児童・生徒に
どういった力が身に付いたか」とい
う学習の成果を的確に捉え、教員が
指導の改善を図るとともに、児童・
生徒が自らの学びを振り返って次
の学びに向かうことができるよう
にするために行うものです。 

この学習評価には、「目標に準拠
した評価」と「集団に準拠した評
価」、「個人内評価」の３つの種類が
あります。そのうち「目標に準拠し
た評価」いわゆる絶対評価について
は、学習指導要領に示す目標に照ら
してその実現の状況を見るもので、
全国の学校と同様に各学校におい
て適切に行われているものと捉え
ています。 

教育委員会といたしましては、各
学校が適切に評価規準を設定し、評
価の妥当性を常に確保し、信頼性の
ある評価として実施しなければな
らないものと認識しています。 

引き続き評価方法の工夫・改善を進
めるとともに、教員の共通理解と評
価の力量の向上を図っていきます。 

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１９ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

いじめの認知件数について、昨年
度の数値ではなく、直近の数値を示
してもらいたかった。 

また、認知件数の増加は、いじめ
に対しての感度を高め、積極的に取
り組むもうとする姿勢の表れであ
ることを知らない保護者がたくさ
んいる。説明は行っていても、しっ
かり保護者に伝わっていないと思
う。 

 いじめの認知件数が増加してい
る理由として、いじめ防止対策推進
法におけるいじめの定義やいじめ
の積極的な認知に対する理解が広
がったことに加え、アンケートや教
育相談の充実による児童・生徒に対
する見取りの精緻化、新型コロナウ
イルス対策が新たな段階に移行し
たことに伴う接触機会の増加等が
考えられます。 

いじめ問題への対応は、積極的な
認知のみならず、その後の解消に向
けた取組として保護者と同一の方
針で早期対応を図ることが重要で
あることから、今後も様々な機会を
捉えて、学校いじめ基本方針の理解
促進と協力依頼に努めていきます。 
なお、いじめの認知件数の公表時

期について、本件数は文部科学省が
実施している調査に報告している
数に該当するため、区民の皆様への
報告は国の調査結果公開後となり
ます。 

 

※令和５年度の国の調査結果は 

１０月４日に文部科学省ホーム
ページに公開 

教育指導課 

２０ 不登校児童・
生徒への取
組 

学校に戻ることがゴールではな
く、社会的な自立に向けて、その子
に何が必要なのかを考えることが
大切だということを、子ども本人
も、親や社会も理解できるよう、啓
発をしていってもらいたい。 

区立小・中学校では、子ども向け
デジタルリーフレット「『教育機会
確保法』って何？」を活用し、全て
の児童・生徒に、①だれでも不登校
になることがあること、②不登校は
「悪いこと」ではないこと、③不登
校の子どもが自分で決めた目標に
向かえるよう、大人たちが支えるこ
とを指導し、そのための研修を教員
に対して実施しています 

教育支援課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

２１ 不登校児童・
生徒への取
組 

児童・生徒の不登校を未然防止す
るとともに、豊かな育ちのために
は、いつでも誰でも立ち寄れて、安
心して過ごせるような専用の居場
所が校内に必要であり、第八中学校
では不登校の未然防止のための教
室「碑文谷ルーム」を開設したが、
このような取組を他の中学校でも
進め、特に統合する中学校には新設
時に作ってほしい。 

学校以外の場にも、さまざまな居
場所、学びの場が増えてきている
が、学校内の支援体制を早期に強化
するなど公教育が果たすべき役割
も踏まえながら、民間の力も活用
し、不登校児童・生徒が安心して成
長できる環境作りを望む。 

 

＜計４件＞ 

現在、中学校２校において、校内
に教室以外の居場所を設置し、支援
員が見守ったり、相談を行ったりす
る校内別室支援員事業を実施して
います。今後、本事業の効果を検証
し、統合校も含めた他の中学校への
拡充を検討していきます。 

学校以外の居場所、学びの場とし
て、学習支援教室めぐろエミールを
開室しています。民間団体の取組に
ついては、令和６年度から新たに東
京都子供連携政策室が、フリースク
ール等に通う不登校児童・生徒に対
して利用料の助成事業を実施する
旨を公表しており、教育委員会では
当該事業の詳細が明らかになり次
第、区立小・中学校の保護者に周知
していきます。 

教育支援課 

２２ 不登校児童・
生徒への取
組 

めぐろエミールも必要だが、不登
校未然防止策として、学校図書館を
児童の居場所に活用した方が、教室
に戻れる可能性がより高いと思う
ので、司書の配置を希望する。 

また、メタバースの教室も検討し
てもらいたい。 

＜計２件＞ 

現在、中学校２校において、校内
に教室以外の居場所を設置し、支援
員が見守ったり、相談を行ったりす
る校内別室指導支援員配置モデル
校事業を実施しています。今後、本
事業の効果を検証し、他の中学校へ
の拡充を検討していきます。 

 オンライン上の仮想空間におけ
る不登校児童・生徒の居場所づくり
については、先行して取り組んでい
る他自治体の事例や成果等を検証
した上で、検討していきます。 

教育支援課 

２３ 不登校児童・
生徒への取
組 

学校に登校できず、完全な不登校
になった場合、一般家庭にとって民
間のフリースクールは、費用・距離
等ハードルが高い。めぐろエミール
は通学距離のある不登校の子ども
にとって、毎日通うのは困難であ
る。 

そこで、各地域にある児童館、学
童等放課後子ども総合プランで活
用される施設に、心理士、保育士、
教員免許取得者を配置し、現在児童
館で行われている不登校支援をよ
り強化してはどうか。児童館の活用
は、不登校支援を強化するのに相応
しい施設であると考えられるので、
ぜひ検討してほしい。 

区長部局と連携し、子どもの居場
所機能を有する児童館の活用策と
して、令和６年度から、教員免許を
有している、めぐろエミールの学習
指導員を西部地区の一館に派遣し
学習支援等を行うモデル事業の準
備を進めています。 

教育支援課 

２４ 学校施設の
整備・改善 

1 件の事故も許されない厳しい業
務だと思うが、日常的な点検によ
り、児童・生徒が安全に安心して使
える施設となっていることが分か
った。 

 今後も、子ども・保護者・教職員
の安全・安心を最優先に考え、施設
整備に取り組みます。 

学校施設計
画課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

２５ 学校施設の
整備・改善 

校舎内の木質化は安心感が増す
と思うので、積極的に取り入れても
らいたい。 

 

 木材にはメリットも多いと考え
ますが、耐久性等の課題もありま
す。木質化に当たっては、材料の特
徴を踏まえ、適切な部位に採用して
いきます。 

学校施設計
画課 

２６ 学校施設の
整備・改善 

給食調理室のエアコンが効かな
いということを聞いた。子どもたち
に安全安心な給食を届けるために
は、清潔な環境で調理することが必
要だと思う。 

 

既存校舎における給食調理室の
空調は技術的な課題が多く、対応に
苦慮しているところです。 

他自治体の事例を参考にしなが
ら、環境改善に向けて対応策を考え
ます。 

学校施設計
画課 

２７ 教育施策説
明会 

前期は今年度の取組を知りたい
保護者も多く、関心も高いが、後期
の位置づけがよくわからず、視聴意
欲が湧きにくいと感じる。年２回説
明会を行うことの意義を改めて検
討し、開催時期は前期の年１回で対
面・オンラインのハイブリッド開催
にしてはどうか。オンライン配信の
良さも残しつつ、対面で意見を交わ
す場があると良いと思う。 

＜計４件＞ 

教育施策説明会は、その時々の教
育課題を提起し、教育施策を積極的
に展開するに当たり区民の皆さま
からのご理解・ご協力を得ることを
目的としていることから、実施の時
期を前期と後期の２回に分け、それ
それの時期における教育課題や学
校の実情等を踏まえた内容として
います。 

頂いたご意見を踏まえ、後期の説
明会につきましても多くの皆様か
ら関心を持って頂けるよう工夫を
してまいる所存です。 

また、実施方法については、会場
参加型による対面での開催も含め
て検討していきます。 

教育政策課 

２８ 教育施策説
明会 

音が出せない外出先等、動画を視
聴しなくても説明会資料が確認で
きるよう YouTubeの概要欄からダウ
ンロードできるようにしてほしい。 

頂いたご意見を踏まえ、YouTube

の概要欄からスライド資料（PDFフ
ァイル）をダウンロードできるよう
にしました。 

また、区ウェブサイトの教育施策
説明会のページからもスライド資
料をダウンロードできますので、ご
参照ください。 

教育政策課 

２９ その他の教
育施策等 

目黒区では１０月から給食費の
保護者負担ゼロの施策がスタート
しているが、そういった年度途中に
開始した取組こそ、後期の教育施策
説明会で取り上げるべきだと思う。 

 給食費保護者負担ゼロの取組は
区における物価高騰に対する子育
て家庭への負担軽減策の１つとし
て実施しています。 

今後の事業実施状況等を踏まえ
つつ、適時適切な情報発信に努めて
いきます。 

学校運営課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

３０ その他の教
育施策等 

幼稚園の施設が必ずしも充実し
ているとは言えず、幼稚園とこども
園でばらつきがあり残念に思う。ま
た、園バス、給食、預かり保育がな
いなどは、区立だから仕方ないので
なく、改善をしてほしい。 

 目黒区の幼稚園、こども園は、い
ずれも築後４０年を経過しており、
老朽化が進んでいますが、充実した
教育活動ができるよう整備に努め
ています。 

施設的な制約等がある中ではご
ざいますが、令和６年度中にひがし
やま幼稚園で弁当給食を開始する
予定であるなど、改善に向けて努め
ていきます。 

また、東山地区センター更新の機
会を捉えたひがしやま幼稚園の認
定こども園への移行検討の中で、施
設等の充実について取り組んでい
きます。 

学校運営課 

学校施設計
画課 

３１ その他の教
育施策等 

教職員を守る意味でも、スクール
ロイヤーの活用を積極的に進めて
ほしい。また、スクールカウンセラ
ー、スクールソーシャルワーカー、
スクールロイヤー等は学校の児童
数に見合った配置を行い、必要事案
が発生した時は目黒区内の学校同
士で融通し応援派遣が可能となる
ような制度になるとよいと思う。 

 

＜計２件＞ 

令和６年度からスクールロイヤ
ーの導入を予定しており、主に学校
現場で発生する法律問題に対して
助言・アドバイスを行う弁護士相談
として校長等からの個別の相談に
応じて対応することとしており、全
ての区立学校・園が助言・アドバイ
スを受けることができる体制の構
築を図りながら、導入し、迅速かつ
適切な問題解決を図るとともに、教
職員の負担軽減に資することを目
指しています。 

スクールカウンセラーについて
は、学校・園の規模に応じて定期的
に派遣を行い、必要事案が発生した
際は、調整をして、追加派遣を行う
対応も行っています。 

スクールソーシャルワーカーに
ついては、各学校の要請に基づいて
派遣を行っています。 

教育政策課 

教育支援課 

３２ その他の教

育施策等 

他自治体の事例にもあるように、
老人いこいの家、障害者施設、学童
保育やランランひろばなど、施設が
自由に行き来できるような形にな
ると良いと思う。 

 目黒区では、学校を地域コミュニ
ティの拠点として位置付け、学校の
建て替えに合わせて施設の複合化・
多機能化に取り組み、多様な世代の
交流を促す環境整備に努めます。 

学校施設計
画課 

３３ その他の教
育施策等 

日光浴が視力の低下を防ぐ上で
有効との研究成果がある。五本木小
学校では朝の運動を取り入れてい
るとのことで、他の学校での導入も
検討してほしい。 

屋外の活動について、各学校で
は、体育科の授業や植物の観察、休
み時間の外遊び、校外学習等、年間
を通して様々な場面で実施してお
り、朝の運動のような特色ある活動
については、学校が児童の実態や指
導体制を考慮しながら行っていま
す。 

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

３４ その他の教
育施策等 

めぐろの子どもたち展は素晴ら
しく、良い取組だと思う。ぜひ継続
してほしい。 

区立幼稚園・こども園、小・中学
校の子どもたちの日ごろの豊かな
表現活動の成果を発揮し、鑑賞する
場として、また子どもたちと教職
員、保護者や地域の方の相互理解を
一層深める機会として、令和６年度
も実施します。 

教育指導課 

３５ その他の教
育施策等 

東京都の「スタディ・アシスト」
（学校内塾）を目黒区で導入してほ
しい。この制度によって、経済的に
ハンデのある子どもが受験準備を
学校内で行うことができれば、子ど
もたちは、将来の目標に向けて努力
すると思う。 

区ではすでに様々な類似事業を
展開しているため、現時点では、ス
タディ・アシスト事業を導入する予
定はありません。 

 今後は、ニーズ等を踏まえ、調査・
研究をしていきます。 

生涯学習課 

３６ その他教育
施策等 

今年度導入された学校内学童と
ランランひろばの若い職員は礼儀
正しく児童に対する接し方が素晴
らしいので安心して子どもを預け
ることができる。 

小学校の建て替えにおいて、民間
事業者を公募する際に、費用面だけ
で事業者を決めるのではなく、保護
者からのこれまでの評判や地域へ
の貢献度なども考慮して決めてほ
しい。 

 学童保育クラブに関するご意見
は所管課である子育て支援課にお
伝えいたします。 

 また、ランランひろばに関するご
意見は所管課の放課後子ども対策
課へお伝えいたします。 

生涯学習課 

寄せられた意見等５８件 

＊複数の意見等が記載されていた場合は、項目ごとに分けて掲載しています。 

 


